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生命保険の契約者変更に注意！ 

 

 

２０１５年度税制改正において保険に関する

調書制度の見直しが行われ、「保険会社は、

保険契約者の死亡により契約者の変更が行

われた場合や生命保険契約等の一時金の支

払いが行われた場合には、契約変更等の情

報を記載した調書を作成し税務署に提出する

こと」とされたため、２０１８年１月１日以後の生

命保険の契約者変更は税務署に把握されま

す。 

 

保険金が支払われれば保険会社から税務

署に支払調書が提出されますが、これまでは

契約者変更だけでは支払調書は発生せず、

納税者自ら申告しない限り税務署が契約者変

更の事実の把握はできませんでした。 

 しかし、同制度の見直しにより、契約者変更

を前提に保険加入したケースなどは課税関係

にご注意ください。 

 

例えば、親が契約者で子が被保険者という

ケース、子が契約者及び被保険者で親が保

険料負担者というケースでは、親が死亡しても

保険金は支払われませんが、解約返戻金等

相当額が「生命保険契約に関する権利」とし

て相続財産やみなし相続財産となり相続税の

課税対象となります。 

 

しかし、保険金が支払われないことから申告

漏れが多く、保険会社から支払調書も提出さ

れないこともあって、国税当局による把握も難

しいとされておりました。 

その影響もあってか、２０１５年度税制改正に

おいて生命保険に関する調書制度の見直し

が行われましたので、２０１８年１月１日以降の

生命保険の契約者変更は税務署に把握されておりま

す。 

 

また、生命保険の契約者と被保険者が異なるケース

で契約者が死亡した場合には、保険契約は相続人

等に引き継がれて継続することになります。 

その後、保険事故が発生して保険金が支払われた

場合、保険金受取人は保険金から自分が支払った

保険料を差し引いて所得計算することになりますが、

その際、契約変更前の契約者が支払った保険料も経

費に含めてしまう誤りがよくあるといいます。 

その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、

解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその

解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取

得したものとみなされて贈与税が課税されますので、

あわせてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    
skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


